
No. ページ番号 修正箇所 誤 正

1 P.11 2段落目 建築基準法第63条 建築基準法第62条

2 P.12 2.1.3 界壁　枠内2行目
建築基準法施行令

第129条の2の3第1項第一号ロ
建築基準法施行令

第112条第2項

3 P.15 2.1.4 界床　解説文1行目
建築基準法施行令
第129条の2の3

建築基準法施行令
第112条第2項

4 P.15 2.1.4 界床　解説文2行目 H27年国土交通省告示第253号 R1年国土交通省告示第195号

5 P.23～24

図2.1-8～11　各図の右下
防火被覆材下部

（壁・床取り合い部）の下地材表
記

当て木：45×45㎜以上
受け材(当て木)：
短辺30㎜以上、

断面積1,140㎟以上

6 P.54 表2.3-1　界床の備考欄 令第115条の2の2 令第112条第2項

7 P.62 1.3 界壁　1行目
建築基準法施行令

第129条の2の3第1項第一号ロ
建築基準法施行令

第112条第2項

201912

※No.5以外は関係法令の改正に伴う根拠条文等の変更によるものである。
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